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墨田区規則第３０号 



   墨田区コミュニティ住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 墨田区コミュニティ住宅条例施行規則（平成２年墨田区規則第１５号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条の８を第１条の１０とし、第１条の７第２項第１号中「墨田区木造住宅耐震

改修促進助成条例」を「墨田区住宅耐震改修促進助成条例」に改め、同条を第１条の

８とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （区域） 

第１条の９ 条例第４条第２項第２号に規定する規則で定める区域は、次に定める区

内の区域とする。 

 ⑴ 京島一丁目６番から３７番まで及び４４番から５３番まで、京島二丁目並びに

京島三丁目 

⑵ 墨田一丁目１６番から１９番まで及び墨田二丁目から墨田五丁目まで 

⑶ 東向島五丁目３８番から４３番まで 

第１条の６を第１条の７とし、第１条の５を第１条の６とし、第１条の４を第１条

の５とし、第１条の３の次に次の１条を加える。 

 （木造準耐火建築物等の要件） 

第１条の４ 条例第２条第４号に規定する規則で定める要件は、墨田区木密地域不燃 

 化プロジェクト不燃化促進助成制度要綱（平成２５年３月２９日２４墨整都第８５ 

 ３号）第９条第１項の規定により対象確認申請を行う意思があることが分かる書面

を提出していることとする。 

 第１号の２様式中 

「 

                                  」 

「 

                                   に、 

                                  」 

「不燃建築物への建替えを」を「不燃建築物又は木造準耐火建築物等への建替えを」 

に、「不燃建築物への建替え又は第１条の７第２項」を「不燃建築物又は木造準耐火 

建築確認申請書の写し（墨田区コミュニティ住宅条例施行規則第１条の７第２項

に規定する建築物の改修を除く。） 
を 

建築確認申請書の写し（墨田区コミュニティ住宅条例施行規則第１条の８第２項

に規定する建築物の改修を除く。） 

木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成対象確認申請書の写し 



建築物等への建替え若しくは第１条の８第２項」に改める。 

 第５号様式中 

「 

                              を 

                              

「 

                              

                              

 

                             」 

 第１８号の２様式及び第１８号の３様式中「不燃建築物への建替え又は墨田区コミ

ュニティ住宅条例施行規則第１条の７第２項」を「不燃建築物又は木造準耐火建築物 

等への建替え若しくは墨田区コミュニティ住宅条例施行規則第１条の８第２項」に改

める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

２ この使用許可の後、使用者（同居する者を含む。）が暴力団 

 員であることが判明したときは、速やかに住宅を明け渡すこと。 

 

２ この使用許可の後、使用者（同居する者を含む。）が暴力団 

 員であることが判明したときは、速やかに住宅を明け渡すこと。 

３ 木造準耐火建築物等への建替えに伴う一時使用の場合、墨田

区木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成制度要綱に基づ

く対象確認申請に対する決定がされたことが分かる書類を速や

かに提出すること。 

 

に改める。 

」 


